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令和７年１１月１２日 

会員事業場 各位 

              林業・木材製造業労働災害防止協会栃木県支部 

                          支部長 東 泉 清 寿 

（公印省略） 

       令和７年度「林材業年末年始無災害運動」の実施について 

 

 日頃より、林材業労働災害防止活動の推進につきまして、格別のご理解とご協力をい

ただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記運動につきましては、年末年始の時期に多発傾向にある労働災害の防止を

目的に、令和 7年 12月 1日から令和 8年 1月 15日を実施期間として全国的に展開され

ます。 

令和 7年の栃木県内の労働災害による休業 4日以上の死傷者数は 9月末現在 1,433人

と昨年同時期より 11人減少（0.8％減少）しておりますが、死亡災害による被災者数は

13人（昨年同時期より 3人増）を数え、誠に由々しき事態となっております。 

 一方、林業における労働災害発生状況は、休業 4日以上の死傷者数は本年 9月末現 

在 8人で昨年同時期より 5人の減少、木材製造業においては 23人と昨年同時期より 4 

人減少している状況にあります。 

こうした状況から、先般、栃木労働局長から県内に発令された「死亡労働災害多発警

報」期間中（発令期間：令和 7年 9月 1日～令和 7年 12月 31日）」における安全の確

保、基本的な安全措置の徹底に取組んでいるところあります。 

 林業では、これからの時期は労働災害の大半を占める伐木作業、集材作業が本格化す

る中、年内における労働災害の発生増加に予断を許さない状況にあり、また、木材製造

業では、非定常作業における労働災害が増加していることから、年末年始にかけてこれ

らの作業に対する安全への配慮がより一層必要となります。 

つきましては、県内で発生している林材業における労働災害の事案を踏まえ、人命尊

重を最優先とし、より一層の各種労働災害防止対策を着実に推進され、これ以上の労働

災害を起こさないためにも、会員事業場の皆様におかれましては、経営トップが先頭に

立ち、自主的な労働災害防止活動を強化し、下記の取組事項を速やかに実施されますよ

うお願い申し上げます。 

 

                  記 

 

１．令和７年度年林材業年末年始無災害運動実施期間 

   令和７年１２月１日～令和８年１月１５日 

 

２．運動標語 

   「年末」感謝の総点検 「年始」も笑顔で 無事故の発進 

 



３．会員事業場の取組事項 

（１）林業関係事業場における実施事項 

①伐木等作業の安全ガイドライン基づく措置の徹底 

（作業計画の作成、作業指揮者の配置、防護衣等着用及び安全な伐倒作業の徹底） 

②かかり木の処理作業における安全作業の点検と禁止事項の遵守の徹底 

    ③車両系木材伐出機械作業による安全作業の点検と禁止事項の遵守の徹底 

（作業計画の作成、用途外使用の禁止、幅員の確保・制限勾配の設定、接触及び

立入禁止措置の実施等） 

④簡易リスクアセスメントの定着と自主的な安全衛生活動の活性化 

⑤化学物質管理者の選任と化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物

質の管理の徹底 

⑥ＫＹ（危険予知）活動を活用した各種作業における労働災害防止対策の徹底 

⑦現場安全点検パトロールの実施 

⑧転落、墜落、転落、はさまれ、巻き込まれ災害防止や腰痛予防対策の徹底 

⑨安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の点検と整備・更新 

⑩高年齢労働者と新規就労者の教育の徹底と効果的な安全衛生教育の実施 

⑪冬期間における路面の凍結や積雪等による安全対策の徹底 

⑫労働災害発生時の連絡体制の確認と迅速な情報提供の確立（休日を含む。） 

 

（２）木材製造業関係事業場における実施事項 

①木材加工用機械の安全な機械の採用及び使用、安全な作業方法の徹底 

②機械・設備等の修理、点検、トラブル処理、非定常等の作業に係るマニュアルの

整備や作業前の簡易リスクアセスメントの実施 

③トラック・荷台等からの墜落・転落災害防止対策の徹底 

④トラックへの最大積載量制限の遵守と合理的な運行時間の確認 

⑤フォークリフトによる積卸し作業、はい作業における安全な作業方法の徹底 

⑥騒音障害防止ガイドラインの周知と騒音障害の防止対策の徹底   

⑦危険箇所の表示等の危険の「見える化」の推進 

⑧化学物質管理者の選任と化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化学物

質の管理の徹底 

⑨ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業における労働災害防止対策の徹底 

⑩転落、墜落、転落、はさまれ、巻き込まれ災害防止や腰痛予防対策の徹底 

⑪安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の点検と整備・更新 

⑫火気の点検、確認など火気管理の徹底 

⑬職場における健康管理の充実と快適な職場環境の形成推進 

⑭安全衛生旗の掲揚、その他安全衛生意識高揚のための活動の実施 

□事務局 

                        宇都宮市新里町丁２７７－１ 

                         ℡０２８－６５２－２１５３ 

                                担当：大貫、齊藤 



全ての働く人々に安全・健康を ～Safe Work , Safe Life ～ 中央労働災害防止協会 （中災防）

お問い合わせは総務部 広報課まで

〒108-0014 東京都港区芝5-35-2
【TEL】03-3452-6449【E-mail】koho@jisha.or.jp

令和7年度 年末年始無災害運動実施要領

主唱：中央労働災害防止協会
後援：厚生労働省
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令和7年度
年末年始無災害運動標語

「年末」感謝の総点検
「年始」も笑顔で
無事故の発進

年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、
明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、

昭和46年から厚生労働省の後援のもと
中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で55回目を迎えます。

中災防 年末年始特設サイトはこちら
中災防では、特設サイトにて年末年始無災害運動の情報を公開しています







令和7年度 年末年始無災害運動実施要領

　年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故
で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、事業場等
の取り組み促進を図る趣旨で、昭和46年から厚生労働省の
後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年
で55回目を迎える。
　職場の安全と健康を確保するためには、経営者、労働者が
一丸となって安全衛生活動を推進し、災害のない職場環境を
整えるためにも、一つひとつの作業を丁寧に確認し、次の作業
に備えること、そして体調管理を万全にし、無理をしないこと
が大切である。
　令和６年の労働災害（新型コロナウイルス感染症のり患に
よる労働災害を除く）による死亡者数は746人と過去最少
だったものの、休業４日以上の死傷者数は135,718人とな
り、4年連続で増加となった。そのうち60歳以上の高齢者の
割合は30.0%となっており依然として増加傾向にある。
　本年８月末までの労働災害発生状況をみると、前年同期に
比べて休業４日以上の死傷者数は、全体で1.4％減少してい
るが、依然として増加している業種および事故もある。業種
別では、商業で3.8％、保健衛生業で3.0％増加している。ま
た事故の型別では、「転倒」で6.5％増加しており、死亡災害の
事故の型別では「交通事故（道路）」が19.6％増加している。
　こうした状況の中で、特に年末年始は大掃除や機械設備の
保守点検・再稼働等の作業が多くなるほか、物流等の増加に
伴う交通・荷役作業時の災害、積雪や凍結による転倒等の危
険が増す。また、多忙による焦りや疲労からミスやエラーが起
こりやすくなる。そのため各事業場においては、非定常作業に
おける安全確認の徹底、作業前点検の実施、作業手順や交通
ルールの遵守、安全衛生保護具の点検の実施が一層重要と
なる。また転倒・腰痛災害予防のため、身体機能の維持向上
のための取り組みや、感染症予防を含めた労働者の健康管理
にも全員で取り組むことが大切である。
　自身の安全・健康の確保はもちろん、周囲の仲間とも声を
掛け合って、皆で力を合わせて無事に一年を無災害で締めく
くり、新年を明るい笑顔でスタートできるよう、本年度の年末
年始無災害運動を展開する。

令和７年１２月１日から令和８年１月１５日までとする。

厚生労働省
後援

各事業場
実施者

❶ 機関誌、ホームページ等を通じての広報
❷ 報道機関等を通じての周知
❸ リーフレット等の制作および配布
❹ 小冊子、ポスター、のぼり、デジタルコンテンツ等の
　 頒布・配信

（１）年末年始に実施する事項
❶ 経営トップによる安全衛生方針の決意表明
❷ 安全衛生パトロールの実施
❸ 機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施
❹ 年末時期の大掃除等を契機とした5Sの徹底、掲示
や旗の掲げ替え

❺ 年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
❻ 年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示

（２）年末年始に実施状況を確認する事項
❶ KY（危険予知）活動を活用した非定常作業における
労働災害防止対策の徹底

❷ 安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等の
点検と整備・更新

❸ 化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた
化学物質管理の徹底

❹ 転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防止や
腰痛予防対策の徹底

❺ 火気の点検、確認など火気管理の徹底
❻ 交通労働災害防止対策の推進
❼ 働く全ての人が過重労働をしない・させない職場
環境づくり

❽ 高年齢労働者を含めた身体機能の維持向上のため
の健康づくり、健康的な生活習慣（睡眠、食事、運
動等）に関する健康指導などの実施

❾ 感染症拡大防止対策の徹底
10 職場のハラスメント防止につながる取り組みの
推進

11 自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働
災害防止対策の推進

12 安全衛生旗の掲揚、その他安全衛生意識高揚の
ための活動の実施

主唱者の実施事項

事業場の実施事項

趣　旨

実施期間

「年末」感謝の総点検　「年始」も笑顔で　無事故の発進
運動標語

中央労働災害防止協会
主唱者
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賛助会員募集中 ●研修会受講料が会員価格に
●定期刊行物の配布

事業場の課題解決に、賛助会員の方々には次の支援を行っています！

中災防と共に労働災害のない職場、安全で安心して働くことができる職場を目指しましょう！

●安全週間時などにポスター等をお届け
●会員専用サイトによる安全衛生情報の発信 入会案内


